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①国土交通大臣が「基本指針」を策定

②都道府県知事が「津波浸水想定※」を設定

※： 最大クラスの津波が悪条件下で発生した場合に
想定される浸水の区域及び水深

③市町村が「推進計画※」を作成
※： 津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画

④津波防護施設の整備等 浸水の拡大を防ぐ

⑤都道府県知事が「津波災害警戒区域」を指定 津波から逃げる

（警戒避難体制の整備）

⑥都道府県知事が「津波災害特別警戒区域」を指定 津波を避ける

（一定の建築や開発行為について安全な高さや構造を求める規制）

○ 将来起こりうる津波災害の防止・軽減のため、全国で活用可能な一般的な制度を創設し、

ハード・ソフトの施策を組み合わせた「多重防御」による「津波防災地域づくり」を推進

津波防災地域づくりに関する法律の概要

津波防災地域づくりに関する法律第８条
４ 都道府県知事は、第一項の規定により津波浸水想定を設
定したときは、速やかに、これを、国土交通大臣に報告し、
かつ、関係市町村長に通知するとともに、公表しなければ
ならない。

５ 国土交通大臣は、前項の規定により津波浸水想定の設
定について報告を受けたときは、社会資本整備審議会の
意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、都道府県
知事に対し、必要な勧告をすることができる。
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津波防災地域づくりに関する法律（平成23年法律第123号）の概要

○将来起こりうる津波災害の防止・軽減のため、全国で活用可能な一般的な制度を創設し、
ハード・ソフトの施策を組み合わせた「多重防御」による「津波防災地域づくり」を推進。

市町村は、基本指針に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画（推
進計画）を作成することができる。

推進計画の作成

津波防災住宅等建設区の創設
都道府県による

集団移転促進事業計画の作成
津波避難建築物の
容積率規制の緩和

特例措置

都道府県知事は、基本指針に基づき、津波浸水想定（津波により浸水するおそれがある土地の区域及び浸水した場合
に想定される水深）を設定し、公表する。

津波浸水想定の設定

・都道府県知事は、警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域を、津波災害警戒区域として指定することができる。

・都道府県知事は、警戒区域のうち、津波災害から住民の生命及び身体を保護するために一定の開発行為及び建築
を制限すべき土地の区域を、津波災害特別警戒区域として指定することができる。

都道府県知事又は市町村長は、盛土構造物、閘門等の津波防護施設の新設、改良その他の管理を行う。

津波防護施設の管理等

一団地の津波防災

拠点市街地形成施設に関す
る都市計画

（推進計画区域内における特例）

津波災害警戒区域及び津波災害特別警戒区域の指定

概要

基本指針（国土交通大臣）

H23.12.14公布 H24.6.13全部施行
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津波防災地域づくりに関する法律の制定経緯

平成２３年

3月11日 東北地方太平洋沖地震

6月24日 「津波対策の推進に関する法律（平成23年法律第77号）」公布・施行

6月25日 「復興への提言～悲惨の中の希望」（東日本大震災復興構想会議）

7月 6日 緊急提言「津波防災まちづくりに関する考え方」（社会資本整備審議会・交通政策審議会計画
部会）

7月29日 「東日本大震災からの復興の基本方針」（東日本大震災復興対策本部）

9月28日 「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会」報告・提言（中央
防災会議）

10月28日 法律案の閣議決定

12月 1日 衆議院本会議において全会一致で可決（附帯決議あり）

12月 7日 参議院本会議において全会一致で可決・成立（附帯決議あり)

12月14日 公布

12月27日 施行（津波災害特別警戒区域関連の規定を除く）

12月27日 「津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針（案）」の審議付託、議決
（ 社会資本整備審議会計画部会及び河川分科会合同会議）

同 日 「津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針」を決定

平成２４年

1月16日 基本指針の公表（平成24年国土交通省告示第51号）

6月13日 全部施行 3

○ 法律の制定の過程で社会資本整備審議会は、「津波防災まちづくりに関する考え方」についての緊急提言と
基本指針を示す上で役割を果たした。



基礎調査（都道府県、国土交通大臣） 第６条

・地形データの作成（海域及び陸域）・地質等に関する調査
・土地利用状況の把握等
・広域的な見地から必要とされるものは国土交通大臣が実施し、都道府県に提供

最大クラスの津波の断層モデルの設定（都道府県）

・国（中央防災会議等）において検討された断層モデルを都道府県に提示
・最大クラスの津波の断層モデル（波源域及びその変動量）の設定

津波浸水シミュレーション（都道府県）

・地形データ等をシミュレーションに反映
・建築物等による流れの阻害を土地利用状況に応じた粗度係数として設定
・悪条件（朔望平均満潮位※、海岸堤防の倒壊等）のもとで設定
・シミュレーション（平面2次元モデル）により海域及び陸域の津波の伝播を表現

津波浸水想定の設定・公表（都道府県） 第８条

・最大クラスの津波における浸水の区域及び浸水深を表示
・国土交通大臣への報告
・関係市町村長への通知
・都道府県の広報、印刷物の配布、インターネット等により十分に周知

※朔（新月）と望（満月）の日から5日以内にあらわれる各月の最高満潮位の平均値

基礎調査から津波浸水想定の設定・公表までの流れ

報告を受けた国土交通大臣は社会
資本整備審議会（河川分科会）の意
見を聴くものとする。

各都道府県において、津波高に関す
る文献調査、痕跡調査、津波堆積物
調査等を実施

日本海側においては、「日本海にお
ける大規模地震に関する調査検討
会」の報告書（H26.9）を提示
（ただし、沿岸近くの短い断層等の検
討対象外の断層に関しては、各道県
で独自に設定）

○ 各都道府県は基本指針に基づき、基礎調査を行い、それに基づき津波浸水想定の設定する。

○ 設定後は速やかに国土交通大臣に報告し、報告を受けた大臣は社会資本整備審議会の意
見を聞く。
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津波浸水想定の設定の作成状況
設定済みの道府県名 設定日

茨城県 平成２４年 ８月

青森県（下北八戸沿岸の一部） 平成２４年１０月

徳島県 平成２４年１２月

高知県 平成２４年１２月

宮崎県 平成２５年 ２月

青森県（陸奥湾、下北八戸沿岸の残部） 平成２５年 ２月

熊本県 平成２５年 ４月

岡山県 平成２５年 ４月

和歌山県 平成２５年 ４月

広島県 平成２５年 ４月

香川県 平成２５年 ４月

愛媛県 平成２５年 ６月

大阪府 平成２５年 ８月

静岡県（遠州灘、駿河湾沿岸、伊豆半島沿岸の一部） 平成２５年１１月

山口県（瀬戸内海沿岸） 平成２６年 １月

兵庫県（阪神、淡路、神戸、播磨地域） 平成２６年 ３月

大分県 平成２６年 ３月

長崎県 平成２６年 ４月

鹿児島県 平成２６年 ９月

愛知県 平成２６年１１月

青森県（津軽、陸奥湾沿岸、下北八戸の一部（変更）） 平成２７年 ３月

山口県（日本海沿岸） 平成２７年 ３月

沖縄県 平成２７年 ３月

三重県 平成２７年 ３月

神奈川県 平成２７年 ３月

佐賀県 平成２７年 ７月

静岡県（伊豆半島沿岸の一部） 平成２７年 ８月

福岡県 平成２８年 ２月

山形県 平成２８年 ３月

京都府 平成２８年 ３月

秋田県 平成２８年 ３月

※設定日は「津波防災地域づくりに関する法律」第８条第４項に基づく国土交通大臣への報告日による

今回、上記５県の津波浸水想
定について審議

左記３０道府県の津波浸水想定
については、平成２９年６月までに
社会資本整備審議会で審議済み

北海道（日本海側） 平成２９年 ２月

島根県 平成２９年 ３月

富山県 平成２９年 ３月
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石川県 平成２９年 ５月

岐阜県 平成２９年 ７月

新潟県 平成２９年１１月

兵庫県（日本海側） 平成３０年 ３月

鳥取県 平成３０年 ３月



潮位については、「朔望平均満潮位」を設定
地盤の沈下は地震発生時の海底地盤変量に伴う沈下を考慮
地震動については、下表及びフローのとおり、各種施設の技術的評価結果に基づき判定
津波の越流については、越流と同時に各種施設とも「破壊」（比高ゼロ）

耐震性や液状化に対する技術的評
価結果がある場合

【パターン1】 「耐震性が十分・沈下無し」との評価結果
・各種施設の沈下なし
【パターン2】 「耐震性が十分・沈下無し」以外の評価結果
・評価結果による沈下量を考慮

耐震性や液状化に対する技術的評
価結果がない場合

【パターン2】 土構造物（海岸堤防、河川堤防等）の場合
・堤防等の比高を75％沈下（25％の比高が残る）
【パターン3】 コンクリート構造物（護岸、防波堤等の場合）
・倒壊（比高ゼロ）

各種計算条件について（概要）

○ 各種計算条件は最大クラスの津波が悪条件下において発生することを前提に設定する。
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各県が記載した主な事項
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【法定事項】
●浸水域
・海岸線から陸域に津波が遡上することが想定される区域。
●浸水深
・陸上の各地点で水面が最も高い位置にきたときの地面から水面までの高さ。

）

○ 各道県において、法定事項としては「浸水域」、「浸水深」を記載。



各県が記載した主な事項
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【参考事項】
●最大津波高
・津波を東京湾平均海面 （T.P.）から測った高さで、最大となるもの。
●最大波到達時間
・地震直後から最大津波高となるまでの時間。
●影響開始時間
・地震直後の海面に20cmの海面（水位）変動が生じるまでの時間。
●浸水開始時間
・津波直後から一定の浸水深が生じるまでの時間。

最大津波高

各道県の参考事項の記載状況

○ 各道県において、参考事項としては「最大津波高」、「最大波到達時間」、「影響開始時間」、「浸水開始時間」
などを記載。

新潟県 石川県 岐阜県 兵庫県 鳥取県

最大津波高 ○ ○ ○ ○ ○

最大津波
到達時間

○ ○

影響開始
時間

○ ○ ○ ○

浸水開始
時間

○ ○



新潟県の津波浸水想定の概要
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新潟県の対象沿岸
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○ 新潟県の対象は、新潟北沿岸と富山湾沿岸と佐渡沿岸（粟島浦を含む）。

●延長 約630km

富山湾沿岸
（新潟県）

新潟北沿岸

佐渡沿岸

あわ しま うら



新潟県における想定津波の選定
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○「日本海における大規模地震に関する調査検討会」の報告書で公表した断層のうち、新潟県に
影響の大きい７つの想定断層を選定
○新潟県の独自断層※として「長岡平野西縁断層帯（弥彦－角田断層）」と「高田平野西縁断層帯」
の2つの断層を選定

日本海検討会の断層
断層モデル Ｍｗ

F30 7.8
F34 7.7
F35 7.6
F38 7.5
F39 7.4
F41 7.6
F42 7.3

新潟県の独自断層
断層モデル Ｍｗ

長岡平野西縁断層帯
（弥彦－角田断層）

7.6

高田平野西縁断層帯 7.1

F42

F41

高田平野西縁断層帯

F35
F34

F39

F30

長岡平野西縁断層帯

F38

※新潟県の独自断層
・陸域から海域に位置する津波断層として、
平成２５年浸水想定で採用した新潟県独自モデルを追加



新潟県沿岸の津波水位と影響開始時間
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○ 津波水位は新潟市で１１．８ｍ、上越市で１２．５ｍで、それぞれ５分以内に第１波の影響が出始
める。

糸
魚
川
市

上
越
市

柏
崎
市

出
雲
崎
町

長
岡
市

新
潟
市

聖
籠
町

胎
内
市

村
上
市

影
響
開
始
時
間
（
分
）

新
発
田
市

糸魚川市
最高津波水位 13.0m 
影響開始時間 5分以内 上越市

最高津波水位 12.5m
影響開始時間 5分以内

柏崎市
最高津波水位 6.7m
影響開始時間 5～10分

出雲崎町
最高津波水位 6.0m
影響開始時間 5～10分

長岡市
最高津波水位 7.8m
影響開始時間 5分以内

新潟市
最高津波水位 11.8m
影響開始時間 5分以内

胎内市
最高津波水位 10.5m
影響開始時間 5～10分

村上市
最高津波水位 14.0m
影響開始時間 5分以内

聖籠町
最高津波水位 7.1m
影響開始時間 5～10分

新発田市
最高津波水位 8.7m
影響開始時間 5～10分

海岸線の津波水位

海岸線の影響開始時間



新潟県津波浸水想定の設定（平成29年11月）

○ 新潟県においては、沿岸に位置する１２市町村のうち１の役場（粟島浦村）が浸水想定区域
（浸水深１ｍ程度）に位置する。

○ 新潟市では、早いところでは地震発生の約１０分後より市街地の浸水が想定され、１ｍ以上の
浸水が想定される。
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石川県の津波浸水想定の概要
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石川県の対象沿岸
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能登島

舳倉島

加越沿岸
（石川県）

能登半島沿岸

約148km

約433km

●延長 約580km

○ 石川県の対象は、加越沿岸と能登半島沿岸（能登島、舳倉島の沿岸も含む）。
へぐら



石川県における想定津波の選定
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○「日本海における大規模地震に関する調査検討会」の報告書で公表された断層のうち、
石川県に影響の大きい７断層を選定。

断層モデル Ｍｗ

Ｆ３５ 7.6
Ｆ４１ 7.6
Ｆ４２ 7.3
Ｆ４３ 7.6
Ｆ４５ 7.2
Ｆ４７ 7.1
Ｆ４９ 7.4



石川県沿岸の津波水位と影響開始時間
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【百浦】（志賀町）
最大津波高 6.3m
影響開始時間 19分

【小泊】（珠洲市）
最大津波高 20.0m
影響開始時間 1分

【小木】（能登町）
最大津波高 9.6m
影響開始時間 2分

輪島市

珠洲市

能登町

穴水町

七尾市

能登島

志賀町

中能登町

羽咋市

宝達
志水町

かほく市

金沢市

内灘町
津幡町

加賀市

白山市

野々市市

小松市

能美市

川北町

海岸線の最大津波高
海岸線の影響開始時間

【金石】（金沢市）
最大津波高 3.6m
影響開始時間 20分

○ 津波水位は、珠洲市で２０．０ｍ、能登町で９．６ｍ、輪島市で８．８ｍで、それぞれ１分、２分、
１分未満で第１波の影響が出始める。

津波水位（Ｔ．Ｐ．m）

津波水位（Ｔ．Ｐ．m）

す ず



石川県津波浸水想定（平成29年5月公表）
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○ 石川県においては、沿岸の１５市町のうち珠洲市役所（浸水深0.5から１ｍ程度）、能登町役所（浸
水深１から３ｍ程度）が浸水想定区域に位置する。

○ 珠洲市では、最大津波が約２０分で到達し、市役所周辺の市街地は１ｍ以上の浸水が想定される。



岐阜県の津波浸水想定の概要

19



岐阜県における想定津波の選定

20

○内閣府「南海トラフの巨大地震モデル検討会」公表の１１ケースのうち、岐阜県への影響が
大きいと想定される５ケースを選定。

内閣府の検討会で示された１１
ケースのうち岐阜県への影響
が大きいと想定される①、②、
⑦、⑧、⑨の５ケースを選定

Ｍｗ =  9.1



岐阜県津波浸水想定の設定（平成29年7月）

21

○ 岐阜県においては、地震直後に堤防沈下により平水位から流入する。
○ また海津市では、約１５０分後に津波第一波が到達し、１から２ｍ程度の浸水が想定され、市役所
は０．９ｍ程度浸水する。

30cm浸水深到達時間



兵庫県（日本海側）の

津波浸水想定の概要

22



兵庫県（日本海側）の対象沿岸

23

延長 約150km

○ 兵庫県の対象は但馬沿岸。

但馬沿岸



兵庫県（日本海側）における想定津波の選定

24

○「日本海における大規模地震に関する調査検討会（平成26年9月）」の報告書で公表した
断層のうち、兵庫県（日本海側）に影響の大きい５つの想定断層を選定

日本海検討会の断層

断層モデル Ｍｗ
Ｆ２４ 7.9
Ｆ４９ 7.4

Ｆ５２ 7.3

Ｆ５４ 7.2
Ｆ５５ 7.5



兵庫県 （日本海側）沿岸の津波水位と影響開始時間

○ 津波水位は豊岡市で４．５ｍ、香美町で５．３ｍ、新温泉町で４．５ｍで、それぞれ８分、１３分、
６分で第１波の影響が出始める。

※崖地で背後地に影響の無い部分は除いている
25



兵庫県（日本海側）津波浸水想定の設定（平成30年3月）

○ 兵庫県においては、沿岸の３市町の役場は浸水想定区域に位置しない。
○ 豊岡市では、円山川河口の市街地で最大１ｍ程度浸水する。

26



鳥取県の津波浸水想定の概要

27



鳥取県の対象沿岸

28

○ 鳥取県の対象は鳥取沿岸。

鳥取沿岸

●延長 約 130km



鳥取県における想定津波の選定

29

○「日本海における大規模地震に関する調査検討会（平成26年9月）」の報告書で公表した断層の
うち、鳥取県に影響の大きい４つの想定断層を選定

○「鳥取県地震防災調査研究委員会（平成24年3月）」の報告書で公表した断層より「佐渡島北方沖」
断層を選定

日本海検討会の断層

断層モデル Ｍｗ
Ｆ１７ 7.8
Ｆ２４ 7.9

Ｆ２８ 7.7

Ｆ５５ 7.5

鳥取県独自断層

断層モデル Ｍｗ
佐渡島北方沖 8.2



鳥取県沿岸の津波水位と影響開始時間

○ 津波水位は鳥取市で５．８ｍ、米子市で４．７ｍ、境港市で３．７ｍで、それぞれ約８０分、
約１１０分、約１１０分で第１波の影響が出始める。

0
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開
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0
岩美町

境港市
①最大津波高 3.7m
②影響開始時間 112分 大山町

①最大津波高 7.4m
②影響開始時間 97分

琴浦町
①最大津波高 6.7m
②影響開始時間 95分

北栄町
①最大津波高 4.9m
②影響開始時間 91分

湯梨浜町
①最大津波高 6.6m
②影響開始時間 87分

鳥取市
①最大津波高 5.8m
②影響開始時間 81分

米子市
①最大津波高 4.7m
②影響開始時間 111分

岩美町
①最大津波高 4.9m
②影響開始時間 78分

市町村境界
崖
沿岸津波高
影響開始時間

※崖地で背後地に影響の無い部分は除いている

鳥取市湯梨浜町北栄町琴浦町大山町米子市

日吉津村

境港市 米子市米子市

日吉津村
①最大津波高 4.9m
②影響開始時間 113分

30



鳥取県津波浸水想定の設定（平成30年3月）

○ 鳥取県においては、沿岸の９市町の役場は浸水想定区域に位置しない。
○ 境港市では、最大津波が約１８０分で到達し、市街地で１ｍ以上の浸水が想定される。

31



津波浸水想定の未設定の都道県について

○未設定の都道県は北海道（太平洋側）、岩手県、宮城県、福島県、千葉県、東京都、福井県。
○千葉県については今年度中に設定予定。
○北海道、岩手県、宮城県、福島県に関しては内閣府の「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震モデ
ル検討会」の結果を受け設定予定。
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